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平成25年10月 31日 

各 位 

会 社 名 株式会社秀英予備校 

代表者名 代表取締役社長 渡辺 武 

 （コード：4678、東証第１部） 

問合せ先 経理部長 田中 耕治 

 （TEL．054－252－1792） 

 

 

業績業績業績業績予想予想予想予想のののの修正修正修正修正、、、、特別損失特別損失特別損失特別損失のののの計上計上計上計上及及及及びびびび繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産のののの取崩取崩取崩取崩しししし並並並並びにびにびにびに役員報酬役員報酬役員報酬役員報酬のののの減額減額減額減額にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

 

 

当社は最近の業績動向を踏まえ、平成25年５月８日に公表しました平成26年３月期（平成25年４月１日

～平成26年３月31日）の業績予想を下記のとおり修正したしますのでお知らせいたします。 

尚、平成26年３月期において特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しを行いますのでお知らせすると 

ともに、役員報酬の減額を実施いたしますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 業績予想の修正について 

 

平成26年３月期第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

 

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ）   

百万円 

5,425 

百万円 

△520 

百万円 

△530 

百万円 

△370 

円 銭 

△55.14 

今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ）   5,049 △795 △820 △1,508 △224.89 

増  減  額 （ Ｂ － Ａ ）   △375 △275 △290 △1,138  

増  減  率 （  ％  ）   △6.9 － － －  

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 25 年３月期第２四半期） 
5,417 △619 △645 △2,196 △327.38 

 

平成26年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
１株当たり 

当 期 純 利 益 

 

前 回 発 表 予 想 （ Ａ ）   

百万円 

12,360 

百万円 

360 

百万円 

340 

百万円 

140 

円 銭 

20.86 

今 回 修 正 予 想 （ Ｂ ）   11,980 210 160 △880 △131.15 

増  減  額 （ Ｂ － Ａ ）   △380 △150 △180 △1,020  

増  減  率 （  ％  ）   △3.1 △41.7 △52.9 －  

（ ご 参 考 ） 前 期 実 績 

（ 平 成 2 5 年 ３ 月 期 ） 
12,228 180 129 △1,693 △252.32 
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・修正の理由 

  わが国経済は、政府の経済政策を起点とした円安・株高に支えられ国内総生産は緩やかな回復状況と 

なっております。個人消費は一部の富裕層を中心に上昇傾向が見られるものの、勤労者の可処分所得は 

増えておらず、全体としては低価格志向が続いており、消費の本格的な回復には至っておりません。 

小中学部の９月本科生数は予算数の 98％とほぼ計画通り推移しておりますが、売上高におきましては

高単価の受験学年の中３生が過年度より減少しているため、回復には至っておりません。 

 この結果、売上高におきましては前回（平成 25 年５月８日）公表を下回る見込となりました。また、

売上高の減少に伴い営業利益及び経常利益も減少し、特別損失の計上により当期純利益においても前回

（平成25年５月８日）公表を下回ることになりました。 

 

 (業績予想に関する注意事項)  

上記の予想は本資料の発生日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、 

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

２．特別損失の計上について 

国内経済の落ち込みにより売上高・収益が計画を下回っており、十分な生徒数確保が難しくなった校

舎については、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理を行い、特別損失 607 百万円を計上

することといたしました。 

 

３．繰延税金資産の取崩しについて 

 当期の業績見通し等を踏まえて、繰延税金資産の回収可能性を「税効果会計に係る会計基準」に基づ

き慎重に見直した結果、回収が見込めないとされる部分（約 456 百万円）については取崩す見込みです。 

 

４．役員報酬の減額について 

当社は、当社がおかれている現在の厳しい状況を真摯に受け止め、代表取締役、専務取締役、その他

の取締役、常勤監査役の役員報酬を以下のとおり減額いたします。  

 

(1)役員報酬の減額の内容  

対象者 報酬減額の内容 

代表取締役 

専務取締役 
役員報酬月額の50％を減額 

その他の取締役 

常勤監査役 
役員報酬月額の10％を減額 

 

(2)対象期間  

平成25年11月より平成26年３月まで 

 

  

以 上 

 

 


